
 

農業協同組合等が発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請

負工事等の施工業者に対する排除措置命令，課徴金納付命令等について 

 

平成２７年３月２６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，農業協同組合等

（注１）

（以下「農協等」という。）が発注する穀

物の乾燥・調製・貯蔵施設

（注２）

及び精米施設

（注３）

の製造請負工事等

（注４）

の施工業者

に対し，独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ，後記第１のとおり，

特定農業施設工事

（注５）

について，同法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反

する行為を行っていたとして，本日，同法第７条第２項の規定に基づく排除措置命令

及び同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令を行った（違反行為につい

ては別添排除措置命令書参照）。 

また，農協等から施主代行業務

（注６）

を受託していた全国農業協同組合連合会（以下

「全農」という。）に対し，本日，後記第２のとおり，申入れを行った。 

 

(注１) 「農業協同組合等」とは，農業協同組合，地方公共団体，農事組合法人，営利法人，任意組合及び全国農

業協同組合連合会をいう。 

(注２) 「穀物の乾燥・調製・貯蔵施設」とは，穀物を乾燥，調製若しくは貯蔵する設備のいずれか又は複数を有

する施設をいう。 

(注３) 「精米施設」とは，玄米の糠

ぬか

層を除去して白米に加工する施設をいう。 

(注４) 「製造請負工事等」とは，施工業者が，一定の性能等を有する機械，設備，装備等の工場製作，現場での

組立て，据付け，調整等を一括して請け負って完成させる製造請負工事並びに当該工事及び建設工事が併せ

て発注される工事をいう。 

(注５) 「特定農業施設工事」とは，農協等が，北海道の区域を除く全国において，一般競争入札，一般競争見積，

指名競争入札，指名競争見積又は見積り合わせの方法により発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米

施設の製造請負工事等から福井県経済農業協同組合連合会が施主代行業務を提供する工事を除いたものをい

う。 

(注６) 「施主代行業務」とは，施主が，施行管理能力を有する者に委託する，基本設計の作成，実施設計書の作

成又は検討，工事の施行（当該工事の施工業者決定のための入札等参加業者の選定についての助言，入札等

の執行の補助等の業務を含む。），施工管理等の業務をいう。 

 

第１ 排除措置命令及び課徴金納付命令について 

１ 違反事業者数，排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金

額 

（違反事業者名，各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。） 

 

違反事業者数 

排除措置命令 

対象事業者数 

課徴金納付命令 

対象事業者数 

課徴金額 

８社 ６社 ７社 １１億７５８９万円 

 

 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第五審査 

電話 ０３－３５８１－１７７９（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



 

 

２ 違反行為の概要 

別表記載の８社（以下「８社」という。）は，遅くとも平成２２年６月３０日

以降（クボタアグリサービス株式会社〔以下「クボタアグリサービス」とい

う。〕にあっては平成２４年８月１日以降），特定農業施設工事について，受

注価格の低落防止等を図るため 

(1)ア 受注すべき者（以下「受注予定者」という。）を決定する 

イ 受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力する 

旨の合意の下に 

(2)ア 受注を希望する者（以下「受注希望者」という。）が１社のときは，その

者を受注予定者とする 

イ 受注希望者が複数社のときは，当該工事それぞれについて，対象となる穀

物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の建設等又は保守点検等の実績，施

主である農協等への営業活動の実績等を勘案して，受注希望者間の話合いに

より受注予定者を決定する 

ウ 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格（以下「入札価格等」とい

う。）は，受注予定者が定め，受注予定者以外の者は，受注予定者が連絡し

た入札価格等以上の入札価格等を提示する 

などにより，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることによ

り，公共の利益に反して，特定農業施設工事の取引分野における競争を実質的に

制限していた。 

 

３ 排除措置命令の概要 

(1) ８社のうち，排除措置命令の対象事業者（以下「名宛人」という。）は，そ

れぞれ，次の事項を，取締役会において決議しなければならない。 

ア 前記２の行為を取りやめていることを確認すること。 

イ 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，農協等が，北海道

の区域を除く全国において，一般競争入札，一般競争見積，指名競争入札，

指名競争見積又は見積り合わせ（以下「競争入札等」という。） の方法によ

り発注する穀物の乾燥・調製・貯蔵施設及び精米施設の製造請負工事等につ

いて，受注予定者を決定せず，各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。 

(2) 名宛人は，それぞれ，前記(1)に基づいて採った措置を，自社を除く名宛人に

通知するとともに，前記(1)イ記載の工事の施主である農協等に周知し，かつ，

自社の従業員に周知徹底しなければならない。 

(3) 名宛人は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

前記(1)イ記載の工事について，受注予定者を決定してはならない。 

(4) 名宛人は，それぞれ，次の事項を行うために必要な措置を講じなければなら

ない。 

ア 自社の工事の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成又は

改定及び自社の従業員に対する周知徹底（株式会社サタケ及びクボタアグリ

サービスにあっては当該行動指針の自社の従業員に対する周知徹底） 

イ 前記(1)イ記載の工事の受注に関する独占禁止法の遵守についての，当該工

事の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査 

 



 

 

４ 課徴金納付命令の概要 

課徴金納付命令の対象事業者は，平成２７年６月２９日までに，それぞれ別表

の「課徴金額」欄記載の額（総額１１億７５８９万円）を支払わなければならな

い。 

 

第２ 全農に対する申入れについて 

１ 本件審査の過程において認められた事実 

(1) 全農の県本部の担当者は，全農が県本部において施主代行業務を受託した特

定農業施設工事の競争入札等の実施に当たり 

 ア 施主である農協等の希望等を踏まえ，競争入札等の前に特定の施工業者に対

し，受注者に関する意向を示すことがあった。 

 イ 競争入札等の前に特定の施工業者に対し，非公表情報である予定価格等に関

する情報を教示することがあった。 

(2) 全農が県本部において施主代行業務を受託した穀物の乾燥・調製・貯蔵施設

及び精米施設の製造請負工事等のうち，補助金等の助成対象となるものについて

は，受注者を選定するに当たり，原則として，競争入札等を実施しなければなら

ないところ，全農の県本部の担当者は，競争入札等を実施したかのように体裁を

整えるため，施工業者に対し，入札書等に記載すべき入札価格等を指示して，競

争入札等の関係書類を提出させるなどの行為を行うことがあった。 

 

２ 申入れの概要 

前記１（1）の行為は，前記第１の２の違反行為を誘発し，又は助長していたもの

と認められる。また，前記１（2）の行為は，競争入札等の制度の趣旨に反するもの

であり，公正かつ自由な競争を妨げるものである。 

よって，公正取引委員会は，公正かつ自由な競争を確保するため，全農に対し，

前記１と同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申

し入れた。 

 

 


